
「全国学力・学習状況調査」の集計結果データ
利用規約改定のポイント

個票データと匿名データに共通の利用規約とした。

誓約書の提出は、ガイドラインに基づく取扱いとして
整理した。
（ガイドラインと重複する規定を削除）

利用規約から誓約書を分離した。
（誓約書は様式の扱いとした）

資料１ー１

利用規約の改定に伴い、各ガイドラインについても用語整理等を行った。
・「全国学力・学習状況調査」の集計結果データの貸与に係るガイドライン（個票データ編）

（令和７年10月28日一部改定） 参考資料１
・「全国学力・学習状況調査」の集計結果データの貸与に係るガイドライン（匿名データ編）

（令和７年10月28日一部改定） 参考資料２

（改定後の利用規約は、「全国学力・学習状況調査」の集計結果データ利用規約
（令和７年10月28日一部改定） 資料1-2）
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